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裁判官以外の裁判所の職員が所持する裁判事務に関する書類

の廃棄について（通達） 

標記の書類の廃棄について下記のとおり定めましたので，これによってください。 

なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から伝達してください。 

記 

第１ 趣旨 

   この通達は，事件当事者等のプライバシー情報を適切に管理するため，裁判官

以外の裁判所の職員（非常勤職員を含む。以下「職員」という。）が所持する裁

判事務に関する書類の廃棄について定めるものとする。 

第２ 定義 

この通達において「裁判事務に関する書類」とは，職員が裁判事務に関して職



務上作成し，又は取得した書類（最高裁判所規程又は他の最高裁判所の発出する

通達に保存又は廃棄に関し別段の定めがあるものを除く。）のうち，個々の事件

に関する記載があるものをいう。 

第３ 廃棄の時期 

１ 職員は，その所持する裁判事務に関する書類を職務上利用する必要がなくな

ったときは，速やかにこれを廃棄しなければならない。 

２ 職員（退職し，又はその任期が満了した後に，再び職員として勤務すること

が予定されている者を除く。）は，退職し，又はその任期が満了するまでに，

その所持する裁判事務に関する書類を全て廃棄しなければならない。 

第４ 廃棄の方法 

裁判事務に関する書類の廃棄は，細断，溶解その他のその復元又は判読が不可

能な方法により行う。 

付 記  

この通達は，平成３１年３月１日から実施する。 


